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１． 共通仕様書の適用 

本業務にあたっては、「公共測量作業規程の準則（測量法第 34 条）」、「山形県県土整備部共通仕 

様書（測量･地質調査編、設計業務等編）令和 7 年 10 月」、「山形県開発行為の手引き（事務手続

編）」によるほか、この特記仕様書に基づき実施するものとする｡ 

なお、上記に関する内容は以下のホ－ムペ－ジに掲載されている。 

(1)公共測量作業規程の準則 

国土地理院のホ－ムペ－ジ（https://www.gsi.go.jp/top.html） 

→ 国土地理院について 

→ 公共測量 

→ 作業規定の準則について 

(2)共通仕様書 

山形県のホ－ムペ－ジ（http://www.pref.yamagata.jp/） 

  → 組織別一覧 

   →  県土整備部 

   →  建設企画課  

   →  共通仕様書 (委託業務) 

※共通仕様書の「監督職員」は、「発注者」に読替えるものとする。 

※令和 7年 10 月以降に改定された共通仕様書に関する内容は上記のホ－ムペ－ジに   

掲載されているので、改定された内容についても適用するものとする。 

(3)開発行為の手引き 

山形県のホ－ムペ－ジ（http://www.pref.yamagata.jp/） 

   → 組織別一覧 

  → 県土整備部 

   → 都市計画課  

→ 開発許可の手引き 

 

２．共通仕様書に対する特記事項 

  共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。 
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第１章 総 則 

 

１ 適用の範囲 

本特記仕様書は、「第四中学校区義務教育学校基本構想策定業務委託【債務負担行為】」仕様書

（以下、「仕様書」という。）のうち、造成設計業務（以下、「本業務」という。）に適用する。 

 

２ 業務目的 

本業務は、第四中学校区内への義務教育学校開設に向けた準備を目的として、整備事業に資す

る整地設計、排水設計、調整池設計、開発協議に伴う資料作成を行い、合理的に事業を遂行する

ための資料を作成するものである。 

 

３ 受発注者の責務 

受発注者の責務は、共通仕様書第 103 条に定めるものに加え、受発注者の責務について以下の

とおりとする。 

(1) 本業務を履行するにあたり、受注者はその技術を駆使して確実・詳細・丁寧に行い、成果 

 は所定の条件を満足しなければならない。なお、受注者は本特記仕様書に明記していない事 

項であっても業務上必要と思われるものについては、責任をもって充足、調整等を行うこと。  

(2) 受注者は、業務内容の変更において、発注者から不適切な指示等があった場合は、発注 

 者に対し書面で報告ができるものとする。 

(3) 発注者は、前項の報告を受けた場合は、５日以内（休日等を含む）に受注者と協議し適切 

 な措置を講じなければならない。 

 

４ 配置技術者の確認 

受注者は、業務計画書（共通仕様書第 113 条）の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明

確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様と

する。 

 

５ 現地作業の開始 

現地作業を開始する場合は、あらかじめ発注者に報告した上、作業開始するものとする。 

 

６ 打合せ 

(1) 業務着手時及び業務完了時において行う打合せは各１回とし、業務の主要な区切りに 

おいて行う中間打合せは３回とする。 

(2)中間打合せ回数は、上記の回数を標準とするが、業務の進捗に伴いこれによりがたい場合 

は、別途発注者と協議の上、変更について協議できるものとする。なお、打合せ回数は対面 

及びＷＥＢで実施した回数とし、電話や電子メール等による打合せは回数として数えないも 

のとする。 

 

７ 業務計画書 

(1) 業務計画書は、共通仕様書第 113 条に定めるほか、共通仕様書参考資料の「業務計画書作 

 成要領（案）」により作成するものとし、当初打合せ後、速やかに提出するものとする。 



3 

(2) 受注者は、クリティカルパスが分かる業務工程表（エクセル形式）を作成し、業務計画書 

 とともに提出するものとする。また、作成した業務工程表は受発注者間で共有し、変更があ 

ればその都度更新し、情報共有するものとする。 

 

８ 土地への立入り等 

(1) 受注者は、測量業務実施のため植物伐採、果樹、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一 

時使用するときは、あらかじめ発注者に報告するものとし、報告を受けた発注者は当該 

土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 

    なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者の許可は発注者が得るものとす 

るが、発注者の指示がある場合は、受注者はこれに応じなければならない。 

（2）受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者 

に提出し、身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければな 

らない。なお、受注者は、作業終了後 10日以内（休日等を除く）に身分証明書を発注者に返 

却しなければならない。 

 

９ 保険加入の義務 

受注者は共通仕様書第 140 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示するこ

と。ただし、発注者からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければなら

ない。 

 

１０ ウィークリースタンス等の推進 

本業務は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス

等の推進を図ることとし、次の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めてい

くこととする。 

(1) 打合せ時間の配慮 

受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後４時以降の打合せは行わない。 

 (2）作業依頼の配慮 

   ① 作業内容に見合った作業期間を確保する。 

② 休前日(金曜日など)に休日明け日（月曜日など）が期限日の依頼をしない。 

③ 受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。 

 (3) ワンデーレスポンスの再徹底 

   ① 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 

 (4) 電子メール等の活用の再徹底等 

   ① 受発注者間の連絡は、電子メール等の活用を徹底する。 

② 電子メールは、担当者間だけのやり取りとならないよう、総括監督員や管理技術者を

あて先に含めて送付し、協議等の内容を共有するものとする。 

(5) 留意事項 

① 緊急性を要する災害対応などにおいて、やむを得ず上記の原則に沿った対応ができな

い場合は、作業依頼時に受発注者双方で作業内容や提出期限等を確認し、合意を図る。 

② 設計変更を伴う作業依頼は、「設計変更ガイドライン」に基づき適正に対応する。 
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１１ 地下埋設物 

現地の状況を確認し、埋設物が予想される場合は、管理者と立会いを実施し確認を受ける

こと。また、確認書の写しを提出すること。【上水道、下水道、農業集落排水、土地改良施設、

企業局、電力、通信、ガス等】 

 

１２ 疑義 

本特記仕様書及び共通仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合には発注者と協議す

るものとする。 

 

 

 

第２章 測量業務 

 

１ 貸与資料の内容 

仕様書４「業務内容」（５）に規定する貸与資料のうち、本測量業務に係る内容は下記のと

おりである。 

 (1) 測量範囲 別紙「平面図（１）」のとおり 

(2) 測量面積 ＵＡＶレーザ測量 Ａ＝０．０８９ｋ㎡ 

(3) 測量期間 令和７年１０月１５日から令和８年６月１２日まで（予定） 

(4) 報告書の構成 

① 基準点測量 

項  目 摘  要 

３級基準点測量 永久標識の設置：無し 

 

４級基準点測量 

   ② ＵＡＶレーザ測量 

項  目 摘  要 

作業計画 縦横断図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成は、「三次元点群データを使

用した断面図作成マニュアル（令和 5年 3 月｜国土地

理院）」に基づき作成している。 
調整点および検証点の設置 

ＵＡＶレーザ計測 

点群編集 

三次元点群ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 

数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 

縦横断図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 

補足測量 

平面図作成 

   ③ 用地測量 

項  目 摘  要 

作業計画 縮尺：1/500 

現地踏査 

公図等の転写 

地積測量図の転写 



5 

土地の登記記録調査 

権利者確認調査（当初） 

公図等転写連続図作成 

復元測量 

境界確認 

土地境界確認書作成 

補助基準点の設置 

境界測量 

用地仮杭設置 

境界点間測量 

面積計算 

用地実測図原図作成 

用地現況調査（建物等） 

用地平面図作成 

土地調書作成 

写真台帳の作成 

地積測量図素図等の作成 

 

２ 業務内容 

貸与する資料を用いて第３章に規定する設計項目に則した測量成果を整理・補完すること。 

なお、追加が必要な測量項目が生じる場合は、発注者へ提案の上、実施すること。 

 

 

 

第３章 設計業務 

 

１ 設計条件 

設計条件は、本業務内で確定するものとし、条件設定にあたっては、発注者と協議するも

のとする。 

 

２ 造成設計 

設計項目は、次に示すとおりとする。なお、項目に変更が生じた場合は発注者と協議する

ものとする。 

項目 内容 

宅地計画高検討決定 宅地計画高検討の決定 

造成断面 各変化点ごとに断面図の作成 

擁壁構造設計・法面設計及び構造 擁壁構造・法面・構造物の各設計と詳細図の作成 

土工量計算 各断面ごとに土積の計算 

運土計画 効率の良い土量配分図の作成 

数量計算 各工種別に数量の計算 

造成設計 各工種別に設計内訳の作成 

標準成果品 造成計画図（S=1/500）、断面図（V=1/100、H=1/500）、 

各詳細図（S=1/100 以上）、運土計画図（S=1/1000～

1/2500）、数量計算書、土量計算書、運土計算書、構

造計算書、安定計算書、設計内訳書、ほか発注者が
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必要と認める資料 

    

３ 排水設計 

設計項目は、次に示すとおりとする。なお、項目に変更が生じた場合は発注者と協議する

ものとする。 

項目 内容 

流出量計算 全体排水計画及び流出量の計算 

縦断及び配管計画 計画平面図・縦横断図・埋設定規図の作成 

構造物 管種・管基礎・仮設工法等の計算 

数量計算 管布設・土工・マンホール・桝・仮設工等の数量

の計算 

標準成果品 排水流域平面図（S=1/500）、平面図（V=1/500）、縦横

断図（V=1/100、H=1/500）、各種詳細図（S=1/100 以

上）、数量計算書、検討結果報告書、調整池設計書、

構造計算書、安定計算書、ほか発注者が必要と認め

る資料 

    

４ 調整池設計 

設計項目は、次に示すとおりとする。なお、項目に変更が生じた場合は発注者と協議する

ものとする。 

項目 内容 

構造図 構造図・詳細図の作成 

調整池 調整池の計画作成 

数量計算 各工種別の数量計算 

標準成果品 各種詳細図（S=1/100 以上）、数量計算書、仮設調整

池排水設計書、仮設排水計画書ほか発注者が必要と

認める資料 

 

５ 概算工事費の算出 

本業務で設計した内容に係る概算工事費を算出すること。 

 算出時点の単価採用年月は、発注者と協議の上、決定すること。 

 

６ 概算工事工程表の作成  

本業務で設計した工事概算工程表を作成すること。 

 

７ 概算維持管理費の算出 

本業務で設計した工事の竣工後維持管理費を算出すること。 

 

 

 

第４章 開発協議に伴う資料作成 

 

１ 資料の作成 

山形県開発行為の手引き（事務手続編）におけるⅣ開発行為許可申請手続第２節許可申請５．
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申請書に添付する図書（２）添付書類等及び（３）添付図面等で規定する資料を作成すること。

なお、その他で規定する資料の作成が生じた場合は発注者と協議するものとする。 

 

 

 

第５章 成果品 

 

１ 成果品の提出 

(1) 成果品（報告書）の提出部数は、紙で 5部及び電子データで 2部とする。 

(2) 紙は A4 縦ファイルとし、表紙に委託名および受注者名をつけて提出すること。 

(3) 電子データは報告書データを DVD-R 又は CD-R にフォルダを整理した状態で収納し提出す 

ること。 

(4) 収納する電子データのファイル形式は次のとおりとする。 

① 文書：PDF 形式および Microsoft Word 形式または Microsoft Excel 形式 

② 表・グラフ：PDF 形式および Microsoft Excel 形式または Microsoft PowerPoint 形式 

③ 図面：PDF 形式および SFC 形式 

(5) また、定めの無い項目等については、発注者と協議の上、決定すること。 

 

２ 成果品の一部使用 

本業務委託の履行期間中は、関係部署及び別途発注業務委託の受注者、土地の関係者との協議

に必要となる図面や資料などを、最終成果品納入前に請求する場合がある。 

なお、請求する具体的な図面や資料については、その都度発注者が申し出るものとする。 
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【別紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


